
第１２８期   決 算 公 告
平成２１年６月２５日

岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号

株 式 会 社   中  国  銀  行

取 締 役 頭 取    永 島   旭

　貸 借 対 照 表（平成２１年　３月３１日現在）

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

167,549 5,051,599

現 金 34,913 当 座 預 金 172,094

預 け 金 132,635 普 通 預 金 2,421,529
1,463 貯 蓄 預 金 184,917
55,154 通 知 預 金 35,681
2,900 定 期 預 金 2,107,267

商 品 国 債 2,307 定 期 積 金 7,064

商 品 地 方 債 593 そ の 他 の 預 金 123,045
20,000 111,396

2,052,543 26,678

国 債 597,981 190,615

地 方 債 465,707 10,207

社 債 572,564 借 入 金 10,207

株 式 106,669 40

そ の 他 の 証 券 309,620 売 渡 外 国 為 替 8
3,433,995 未 払 外 国 為 替 32

割 引 手 形 53,869 6,273

手 形 貸 付 196,594 81,504

証 書 貸 付 2,649,738 未 決 済 為 替 借 0

当 座 貸 越 533,792 未 払 法 人 税 等 124
6,967 未 払 費 用 8,694

外 国 他 店 預 け 5,875 前 受 収 益 2,834

買 入 外 国 為 替 191 従 業 員 預 り 金 2,219

取 立 外 国 為 替 900 給 付 補 て ん 備 金 9
61,289 金 融 派 生 商 品 33,370

前 払 費 用 29 リ ー ス 債 務 255

未 収 収 益 11,036 そ の 他 の 負 債 33,996

先物取引差入証拠金 89 1,680

金 融 派 生 商 品 25,485 20

そ の 他 の 資 産 24,648 14,413
44,619 380

建 物 16,208 452

土 地 20,896 114

リ ー ス 資 産 255 29,746

建 設 仮 勘 定 1,087 5,525,123

その他の有形固定資産 6,171 （ 純 資 産 の 部 ）
160 15,149

その他の無形固定資産 160 6,286
46,159 資 本 準 備 金 6,286
29,746 331,352

△ 62,849 利 益 準 備 金 15,149

そ の 他 利 益 剰 余 金 316,203

固定資産圧縮積立金 376

別 途 積 立 金 303,600

繰 越 利 益 剰 余 金 12,227
△ 3,018
349,770

△ 12,045
△ 3,148
△ 15,194
334,575

5,859,699 5,859,699

貸 倒 引 当 金

譲 渡 性 預 金

債券貸借取引受入担保金
コ ー ル マ ネ ー

信 託 勘 定 借

株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金

自 己 株 式

利 益 剰 余 金

買 入 金 銭 債 権

預 金

賞 与 引 当 金

支 払 承 諾

繰 延 税 金 資 産
資 本 剰 余 金
資 本 金

科　　　　　　目
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

コ ー ル ロ ー ン

科　　　　　　目

現 金 預 け 金

商 品 有 価 証 券

負債及び純資産の部合計
純 資 産 の 部 合 計

役 員 賞 与 引 当 金

負 債 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

退 職 給 付 引 当 金

無 形 固 定 資 産

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

支 払 承 諾 見 返

借 用 金

外 国 為 替

役 員 退 職 慰 労 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金
ポ イ ン ト 引 当 金

そ の 他 負 債



損益計算書
平成20年　4月 1日から
平成21年　3月31日まで

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額
140,045

98,908
貸 出 金 利 息 64,708
有 価 証 券 利 息 配 当 金 28,777
コ ー ル ロ ー ン 利 息 289
買 現 先 利 息 45
預 け 金 利 息 4,224
そ の 他 の 受 入 利 息 863

44
17,728

受 入 為 替 手 数 料 6,457
そ の 他 の 役 務 収 益 11,270

9,954
外 国 為 替 売 買 益 1,198
商 品 有 価 証 券 売 買 益 43
国 債 等 債 券 売 却 益 8,583
金 融 派 生 商 品 収 益 123
そ の 他 の 業 務 収 益 5

13,409
株 式 等 売 却 益 11,522
金 銭 の 信 託 運 用 益 37
そ の 他 の 経 常 収 益 1,850

128,224
19,486

預 金 利 息 12,702
譲 渡 性 預 金 利 息 678
コ ー ル マ ネ ー 利 息 830
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1,197
借 用 金 利 息 59
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 1,514
そ の 他 の 支 払 利 息 2,502

3,865
支 払 為 替 手 数 料 1,006
そ の 他 の 役 務 費 用 2,859

15,177
国 債 等 債 券 売 却 損 3,669
国 債 等 債 券 償 還 損 7,459
国 債 等 債 券 償 却 4,048

58,346
31,348

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 12,139
貸 出 金 償 却 163
株 式 等 売 却 損 9,962
株 式 等 償 却 6,220
金 銭 の 信 託 運 用 損 299
そ の 他 の 経 常 費 用 2,563

11,821
17

固 定 資 産 処 分 益 15
償 却 債 権 取 立 益 1

909
固 定 資 産 処 分 損 231
減 損 損 失 677

10,928
5,432
705

△ 2,540
3,597
7,331

過 年 度 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

信 託 報 酬

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

経 常 利 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用



  

  

 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針  

１． 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行って

おります。 

２． 有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法

（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法によ

る原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に

基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移

動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

           なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。 

（追加情報） 

（変動利付国債に係る時価の算定方法の一部変更） 

当事業年度において、変動利付国債について、市場における取引が活発に行わ

れているとはいえない状況が顕在化してきたことから、「金融資産の時価の算定

に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第25号平成20年

10月 28日）の公表を機に、「取引所若しくは店頭において取引されているが実

際の売買事例が極めて少ない金融資産」や「売手と買手の希望する価格差が著し

く大きい金融資産」の市場価格を時価とみなせるかどうかについて改めて検討し、

当事業年度より、市場価格を時価とみなせない状態にある場合に、合理的に算定

された価額を公正な評価額としております。この結果、当事業年度末において、

市場価格をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」中の国債は

5,915百万円、「その他有価証券評価差額金」は3,525百万円、それぞれ増加し、  

「繰延税金資産」は2,389百万円減少しております。なお、損益に及ぼす影響は

ありません。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り及びブラックショー

ルズ型オプションモデルによるゼロフロアーオプション価格等から見積もった

将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことによ

り算定しており、国債の利回り及びスワップションのボラティリティが主な価格

決定変数であります。 

（30％以上50％未満下落した銘柄の回復可能性の判定基準の一部変更） 

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得価額に比

べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがないものについ

ては、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度

の損失として処理（以下「減損処理」という）しております。 

従来は、減損処理は事業年度末時点において 50％以上時価が下落した銘柄に

ついては全て実施し、30％以上 50％未満下落した銘柄については、過去半年間

の価格動向により回復可能性が乏しいと判定した銘柄において実施しておりま

したが、昨今の金融環境などを踏まえて検討した結果、30％以上 50％未満下落



  

 

した銘柄については、当事業年度から、価格動向を検討する対象期間を過去半年

間から過去1年間に変更する等の見直しを行っております。 

これにより、従来の基準に比べて、減損処理額は20,522百万円減少しており

ます。 

     （２）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用

されている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

３． デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４． 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産の減価償却は、建物については定率法（その他は法人税法に基づ

く定率法）を採用しております。     

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

           建  物：４年～４０年 

           その他：２年～２０年 

（２）無形固定資産 

無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る｢有形固定資産｣中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、

リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のも

のは零としております。 

５． 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、決算日の為替相場による円換算額を付して

おります。 

６． 引当金の計上基準 

    （１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準により、次のとおり計上しており

ます。 

     「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関す

る実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する

正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、

過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き

当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処

分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認め

る額を引き当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権につい

ては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し

た残額を引き当てております。 

      なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失

見込額を特定海外債権引当勘定として引き当てることとしております。 

      すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施  

し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果



  

 

に基づいて上記の引当を行っております。 

    （２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支

給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

    （３）役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給

見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

    （４）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去

勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は以下のとおりであります。 

        過去勤務債務        企業年金制度にかかるものについて、発生年度の従業員 

                            の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定 

                            額法により按分した額を発生年度から損益処理 

        数理計算上の差異    各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数  

                           （１０年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の 

                            翌事業年度から損益処理 

    （会計方針の変更） 

     「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号平成

20年7月31日）が平成21年3月31日以前に開始する事業年度の年度末に係る財

務諸表から早期適用できることになったことに伴い、当事業年度末から同企業会計

基準を適用しております。 

     なお、従来の割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当事業年度の

財務諸表に与える影響はありません。 

    （５）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰

労金に係る内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。 

（６）睡眠預金払戻損失引当金 

      睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払

戻請求に備えるため、過去の払戻実績率に基づき計上しております。 

（７）ポイント引当金 

      ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生

する費用負担に備えるため、過去の使用実績率に基づき計上しております。 

７．リース取引の処理方法 

（借手側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月

1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処

理によっております。 

８．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士



  

 

協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）

に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相

場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金

利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお

ります。 

    （２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25号）に規定する繰延ヘッジによ

っております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替

変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘ

ッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨

ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し

ております。 

          また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、

事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券につ

いて外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘ

ッジとして時価ヘッジを適用しております。 

    ９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上してお

ります。 

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(リース取引に関する会計基準） 

        所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりましたが、｢リース取引に関する会計基準｣（企業会計

基準第１３号平成１９年３月３０日）及び｢リース取引に関する会計基準の適用指針｣

（企業会計基準適用指針第１６号同前）が平成２０年４月１日以後開始する事業年度

から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準および適用指針

を適用しております。 

        これにより、従来の方法に比べ、リース資産は２５５百万円、リース債務は２５５

百万円増加しております。なお、損益に与える影響はありません。 



  

 

注記事項 

 （貸借対照表関係） 

    １．関係会社の株式及び出資総額     ２，８６８百万円    

    ２．貸出金のうち、破綻先債権額は １６，７５８百万円、延滞債権額は ７７，０５２

百万円であります。 

        なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることそ

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸

出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第

3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金

であります。 

        また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金

であります。 

    ３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は ５３０百万円であります。 

        なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月

以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

    ４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は １１，２３４百万円であります。 

        なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる

取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない

ものであります。 

    ５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は １０５，５７６百万円であります。 

        なお、２．から ５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた商業手形および買入外国為替は、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は ５４，０６１百

万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

           担保に供している資産 

                有価証券                       １９８，３３７ 百万円 

                その他資産                               ７９ 百万円 

           担保資産に対応する債務 

預金             ２９，４０７ 百万円 

コールマネー            ２，９７１ 百万円 

債券貸借取引受入担保金       １９０，６１５ 百万円 

        上記のほか、日本銀行当座貸越契約、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証

拠金等の代用として、有価証券 ２８５，５７８百万円および商品有価証券         

６８百万円を差し入れております。 

        また、その他資産のうち保証金は４７６百万円であります。 

    ８．当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実



  

 

行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の

限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未

実行残高は、１，３０７，３４９百万円であります。このうち原契約期間が１年以内

のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が１，２６３，８３１百万円あ

ります。 

        なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので

はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相

当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている

行内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上

の措置等を講じております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額 ６９，６１４百万円 

  １０．有形固定資産の圧縮記帳額       ５，３６９百万円 

  １１．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による

社債に対する当行の保証債務の額は１８，８８０百万円であります。 

  １２．１株当たりの純資産額 １，４４６円 ７８銭 

  １３．貸借対照表に計上した固定資産のほか、ＡＴＭ等については、所有権移転外ファイ

ナンス・リース契約により使用しております。 

１４．関係会社に対する金銭債権総額  １２，９７４百万円 

  １５．関係会社に対する金銭債務総額    ２，１１４百万円 

１６．当期末の自己資本比率（国際統一基準）は、１１．５７％であります。 



  

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

         資金運用取引に係る収益総額                       ２３４百万円 

         役務取引等に係る収益総額                           ５１百万円 

         その他業務・その他経常取引に係る収益総額           ２８百万円 

        関係会社との取引による費用 

         資金調達取引に係る費用総額                   １，０５８百万円 

         役務取引等に係る費用総額                           ４４百万円 

         その他業務・その他経常取引に係る費用総額     １，８５６百万円 

２．当期において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

      （イ）岡山県内 

            用途          営業用店舗等                １４ヵ所 

                          処分予定資産及び遊休資産      ４ヵ所 

            種類          土地及び建物 

            減損損失額    ５３８百万円 

      （ロ）岡山県外 

            用途          営業用店舗等                  ６ヵ所 

                          処分予定資産及び遊休資産      ２ヵ所 

            種類          土地及び建物 

            減損損失額    １３９百万円 

           これらの営業用店舗等は、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下

落により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（６７７百万円）として特別損失に計上しております。 

           営業用店舗等については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから支店

単位で、処分予定資産及び遊休資産については各資産単位でグルーピングしており

ます。また、本部、コンピューターセンター、厚生施設等については独立したキャ

ッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

           なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方

としており、正味売却価額による場合は不動産鑑定評価基準に基づき、使用価値

による場合は将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて、それぞれ算出してお

ります。 

  ３．１株当たり当期純利益金額         ３１円６７銭 

 



  

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価

証券」、「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

    １．売買目的有価証券（平成21年3月31日現在） 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

当事業年度の損益に含ま

れた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 2,900 5 

 

    ２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年3月31日現在） 

 貸借対照表計

上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

国債 11,420 12,203 783 783 ― 

地方債 9,360 9,639 278 278 ― 

社債 1,993 2,094 101 101 ― 

合計 22,774 23,938 1,163 1,163 ― 

（注）１．時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。   

      ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

      

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年3月31日現在） 

 取得原価 

（百万円） 

貸借対照表

計上額（百万

円） 

評価差額 

（百万円） 

うち益 

（百万円） 

うち損 

（百万円） 

株式 113,570 99,241 △14,328 12,312 26,640 

債券 1,578,334 1,594,598 16,264 18,752 2,488 

   国債 581,466 586,561 5,095 6,060 965 

   地方債 448,399 456,347 7,947 7,952 4 

   社債 548,468 551,690 3,221 4,740 1,518 

その他 357,660 335,752 △21,908 4,771 26,679 

   外国債券 245,025 239,051 △5,974 3,448 9,423 

   その他 112,634 96,701 △15,933 1,322 17,256 

合計 2,049,565 2,029,592 △19,972 35,836 55,808 

        （注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価に

より計上したものであります。 

              ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあ

ると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表価額とす

るとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」

と言う。）しております。 

           当事業年度における減損処理額は10,155百万円 (うち株式6,107百万円，

外国債券280百万円，その他証券3,768百万円）であります。 

また、当該減損処理は事業年度末に５０％以上時価が下落した銘柄につ

いては全て実施し、３０％以上５０％未満下落した銘柄については、過去

の価格動向等により回復可能性が乏しいと判定した銘柄について実施して

おります。 

 



  

  

    ４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万

円） 

売却損の合計額（百万

円） 

その他有価証券 740,343 20,105 13,631 

 

   ５．時価評価されていない有価証券の内容及び貸借対照表計上額（平成21年3月31日現在） 

 金額（百万円） 

子会社・子法人等株式（出資）及び関連法人等株式

（出資） 

 

   子会社・子法人等株式（出資） ２，７８９ 

   関連法人等株式（出資） ７９ 

その他有価証券  

   非上場株式 ４，８７３ 

   事業債 １８，８８０ 

   信託受益権 １１，０１８ 

   その他の証券 ３，９５２ 

     

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平

成21年3月31日現在） 

    1年以内（百万円） 1年超5年以内（百

万円） 

5年超10年以内

（百万円） 

10年超（百万円） 

債券 130,007 1,024,355 427,237 54,652 

  国債 55,833 375,505 120,667 45,975 

  地方債 19,926 203,273 242,507 ― 

  社債 54,246 445,576 64,062 8,677 

その他 45,269 165,106 46,172 32,746 

  外国債券 31,469 156,764 42,309 3,305 

  その他 13,800 8,342 3,862 29,441 

合計   175,276 1,189,462 473,410 87,399 

 

（金銭の信託関係） 

運用目的の金銭の信託（平成21年3月31日現在） 

 貸借対照表計上額（百万円） 当事業年度の損益に含まれた

評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 20,000 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

（税効果会計関係） 

        繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとお

りであります。 

      繰延税金資産 

        その他有価証券評価損     ２２，５４６百万円 

        貸倒引当金               ２１，７１４百万円 

        退職給付引当金             ６，９６７百万円 

        減価償却費                 ６，７０２百万円 

        繰延ヘッジ損               ２，１５４百万円 

        有価証券評価減             １，１０４百万円 

        賞与引当金                     ７５７百万円 

        その他                     ２，９３５百万円 

      繰延税金資産小計           ６４，８８１百万円  

      評価性引当額               △２，７５８百万円 

      繰延税金資産合計           ６２，１２２百万円 

      繰延税金負債 

        その他有価証券評価益   △１４，３８０百万円 

        前払年金費用             △１，２５２百万円  

        固定資産圧縮積立額           △２５５百万円 

        その他                      △７５百万円 

      繰延税金負債合計         △１５，９６３百万円 

      繰延税金資産の純額         ４６，１５９百万円 

 

（重要な後発事象） 

    当行は、グループ戦略の幅を広げ、営業地域のお客さまへ、より適切な総合金融サ

ービスを提供し、地域の持続的な成長への貢献を目的として、平成21年6月1日に津山

証券株式会社の株式2,707,075株相当分として700百万円をコスモ証券株式会社へ支出

し、子会社としております。その結果、株式保有割合は85.99%となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号平成18年

10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第13号平成18年10月17日）を適用しております。なお、開示すべき関連当事者の範囲等

に変更はありません。 

 

１． 子会社及び関連会社等 

（単位：百万円） 

種類 会社等 

の名称 

所在地 資本金 議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 
中銀保

証（株） 

岡山県

岡山市 
50 

所有 

直接50％ 

間接25％ 

債務被保証 

当行住宅ロ

ーン等に対

する債務被

保証（注） 

－ － 619,332 

（注）住宅ローン等に対する債務被保証については、信用保証契約書に基づき行っております。

保証料は、各種ローン債務者が保証会社に直接支払っております。 

 

２． 役員及び個人主要株主 

（単位：百万円） 

種類 会社等

の名称

又は氏

名 

所在地 資本金 事業の

内容又

は職業 

議決権等

の 所 有

（ 被 所

有）割合 

関連当

事者と

の関係 

取引の

内容 

取引

金額 

科目 期末残高 

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等 

三邦工

業（株） 

岡山県 

倉敷市 
18 鉄工業 なし なし 

資金の

貸付 

（注１） 

平均

残高 

75 

貸出金 77 

役員及びその近

親者 
西田秀

史 

  

弁護士 
被所有

０％ 

顧問弁

護士 

弁護士

報酬 

（注２） 

34 － － 

（注１）資金の貸付については、市場金利等を勘案して、条件を決定しております。 

（注２）弁護士報酬の支払については、業界の相場を勘案して決定しております。 

 

 



平成２１年６月２５日
岡山県岡山市北区丸の内１丁目１５番２０号

株 式 会 社 中 国 銀 行
取締役頭取  永 島  旭

連結貸借対照表（平成２１年 ３月３１日現在）
（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　負　債　の　部　）

168,009 預 金 5,049,594

1,463 譲 渡 性 預 金 111,286

57,120 コ ー ル マ ネ ー 26,678

2,900 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 190,615

20,381 借 用 金 20,905

2,062,795 外 国 為 替 40

3,424,983 信 託 勘 定 借 6,273

6,967 そ の 他 負 債 93,698

22,514 賞 与 引 当 金 1,759

72,260 役 員 賞 与 引 当 金 31

45,195 退 職 給 付 引 当 金 14,503

建 物 16,226 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 433

土 地 20,876 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 452

リ ー ス 資 産 27 ポ イ ン ト 引 当 金 150

建 設 仮 勘 定 1,087 負 の の れ ん 1,203

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 6,977 支 払 承 諾 29,746

217 負 債 の 部 合 計 5,547,373

ソ フ ト ウ ェ ア 20 （ 純　資　産　の　部 ）

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 196 資 本 金 15,149

48,617 資 本 剰 余 金 6,347

29,746 利 益 剰 余 金 335,050

△68,760 自 己 株 式 △3,018

株 主 資 本 合 計 353,527

その他有価証券評価差額金 △11,974

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,148

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △15,123

少 数 株 主 持 分 8,634

純 資 産 の 部 合 計 347,039

5,894,412 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 5,894,412

（　資　産　の　部　）

無 形 固 定 資 産

資 産 の 部 合 計

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

リース債権及びリース投資資産



平成２０年　４月　　１日から
連結損益計算書

平成２１年　３月　３１日まで

（単位：百万円）
金 額

157,010

99,122

貸 出 金 利 息 64,813

有 価 証 券 利 息 配 当 金 28,865

コ ー ル ロ ー ン 利 息 289

買 現 先 利 息 45

預 け 金 利 息 4,225

そ の 他 の 受 入 利 息 882

44

17,683

25,742

14,417

142,939

19,639

預 金 利 息 12,698

譲 渡 性 預 金 利 息 677

コ ー ル マ ネ ー 利 息 830

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1,197

借 用 金 利 息 217

そ の 他 の 支 払 利 息 4,017

3,865

27,638

58,656

33,138

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 13,337

そ の 他 の 経 常 費 用 19,801

14,070

17

15

2

909

231

677

13,178

6,258

724

△ 2,739

4,244

624

8,309当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益

法 人 税 等 合 計

過 年 度 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

　　科　　　　　　　　　　目

信 託 報 酬



連結計算書類の作成方針

(1)連結の範囲に関する事項

  ①連結される子会社及び子法人等    ６社

     中銀保証株式会社、中銀リース株式会社、中銀カード株式会社、

     中銀アセットマネジメント株式会社、株式会社ＣＢＳ、中銀事務センター株式会社

  ②非連結の子会社及び子法人等

     中銀投資事業組合２号、中銀投資事業組合３号

      非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及び

    利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び

    経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外

    しております。

(2)持分法の適用に関する事項

  ①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等     なし

  ②持分法適用の関連法人等                                なし 

  ③持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等

     中銀投資事業組合２号、中銀投資事業組合３号

  ④持分法非適用の関連法人等                          

     岡山プリペイドカード株式会社、ベネッセ・中銀投資事業有限責任組合１号

      持分法非適用の非連結の子会社及び関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

    剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響

    を与えないため、持分法の対象から除いております。

(3)連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

     連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

             ３月末日     ６社

(4)連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項

     連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用

   しております。

(5)負ののれんの償却に関する事項

     負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っておりますが、金額の重要性の乏し

   いものは発生年度に全額償却することとしております。



  

 
 
 

 

  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

子会社、子法人等および関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項および銀行法施行令第４条

の２に基づいております。 

 

 １．会計処理基準に関する事項 

  （１）商品有価証券の評価基準及び評価方法 

        商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っており

ます。 

  （２）有価証券の評価基準及び評価方法 

     （イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定

額法)、持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価

証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価

は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却

原価法により行っております。 

        なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しておりま

す。 

    （追加情報） 

         (変動利付国債に係る時価の算定方法の一部変更) 

     当連結会計年度において、変動利付国債について、市場における取引が活発に行われ

ているとはいえない状況が顕在化してきたことから、「金融資産の時価の算定に関する

実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第25号平成20年10月28日）の

公表を機に、「取引所若しくは店頭において取引されているが実際の売買事例が極めて

少ない金融資産」や「売手と買手の希望する価格差が著しく大きい金融資産」の市場価

格を時価とみなせるかどうかについてあらためて検討し、当連結会計年度より、合理的

に算定された価額を公正な評価額としております。この結果、当連結会計年度末におい

て、市場価格をもって連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は     

５，９６６百万円、「その他有価証券評価差額金」は３，５４３百万円、「少数株主持分」

は１１百万円それぞれ増加し、「繰延税金資産」は２，４１０百万円減少しております。

なお、損益に及ぼす影響はありません。 

 変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り及びブラックショールズ型

オプションモデルによるゼロフロアーオプション価格等から見積もった将来キャッシ

ュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国

債の利回り及びスワップションのボラティリティが主な価格決定変数であります。 

 

   （30％以上50％未満下落した銘柄の回復可能性の判定基準の一部変更） 

 その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得価額に比べて著

しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがないものについては、当該時

価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処

理（以下「減損処理」という）しております。 

 従来は、減損処理は連結会計年度末時点において50％以上時価が下落した銘柄につい

ては全て実施し、30％以上50％未満下落した銘柄については、過去半年間の価格動向に

より回復可能性が乏しいと判定した銘柄において実施しておりましたが、昨今の金融環

境などを踏まえて検討した結果、30％以上50％未満下落した銘柄については、当連結会



  

  

計年度から、価格動向を検討する対象期間を過去半年間から過去1年間に変更する等の

見直しを行っております。 

 これにより、従来の基準に比べて、減損処理額は20,523百万円減少しております。 

     （ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用され

ている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

      デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

  （４）減価償却の方法 

       ①有形固定資産（リース資産を除く） 

        当行の有形固定資産は、建物については定率法（その他は法人税法に基づく定率法）を

採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建  物：４年～４０年 

     その他：２年～２０年 

        連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、法人税法に基づく定率法に

より償却しております。 

       ②無形固定資産 

        無形固定資産は、定額法により償却しております。 

       ③リース資産 

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る｢有形固定資産｣中のリース資産は、リー

ス期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契

約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としてお

ります。  

  （５）貸倒引当金の計上基準 

        当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準により、次のとおり計上しており

ます。 

    「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実

務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権

及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間に

おける各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念

先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権

及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び

保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。特定海外債権について

は、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として

引き当てることとしております。 

    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

    連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率

等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

 （６）賞与引当金の計上基準 

  賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

（７）役員賞与引当金の計上基準 



  

  

        役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込

額を計上しております。 

  （８）退職給付引当金の計上基準 

        退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務

及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

        過去勤務債務        企業年金制度に係るものについて、発生した連結会計年度の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法に

より按分した額を発生した連結会計年度から損益処理 

        数理計算上の差異    各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の 

                            一定の年数（１０年）による定額法により按分した額をそ 

                            れぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

     （会計処理の変更） 

      「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号平成20

年７月31日）が平成21年３月31日以前に開始する事業年度の年度末に係る財務諸

表から早期適用できることになったことに伴い、当連結会計年度末から同企業会計

基準を適用しております。 

       なお、従来の割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当連結会計年

度の連結財務諸表に与える影響はありません。 

  （９）役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金に

係る内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。 

  （10）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った当行の睡眠預金の払

戻請求に備えるため、過去の払戻実績率に基づき計上しております。 

（11）ポイント引当金の計上基準 

    ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費

用負担に備えるため、過去の使用実績率に基づき計上しております。 

  （12）外貨建資産・負債の換算基準 

        当行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、連結決算日の為替相場による円換算額を

付しております。 

  （13）リース取引の処理方法 

    （借手側） 

        当行並びに連結される子会社及び子法人等（中銀リース株式会社を除く）の所有権移転

外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始す

る連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によってお

ります。 

  （14）収益及び費用の計上基準 

    ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

    リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

  （15）重要なヘッジ会計の方法 

     （イ）金利リスク・ヘッジ 

        当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第２４号。以下、「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定



  

  

する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺

するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を

一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

     （ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

        当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する

目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象であ

る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを

確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ

対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取

得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適

用しております。 

  （16）消費税等の会計処理 

        当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。 

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  （リース取引に関する会計基準） 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、｢リース取引に関する会計基準｣（企業会計基準第１３号平成

１９年３月３０日）及び｢リース取引に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第

１６号同前）が平成２０年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されることになったこ

とに伴い、当連結会計期間から同会計基準および適用指針を適用しております。 

   これにより、従来の方法に比べ、リース債権及びリース投資資産が22,514百万円、その他

負債が276百万円、「有形固定資産」中のリース資産が27百万円それぞれ増加し、その他資産

が22,167百万円減少しております。また、経常収益が233百万円、経常費用が330百万円が

それぞれ減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は97百万円増加しております。 

   また、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移

転外ファイナンス・リース取引につきましては、前連結会計年度末日における固定資産の帳簿

価額をリース投資資産の期首の価額として計上する方法（リース取引に関する会計基準の適用

指針第81項）によっております。  

   なお、同適用指針第80項を適用した場合と比べ、税金等調整前当期純利益は1,298百万円

減少しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

注記事項 

 （連結貸借対照表関係） 

   １．関係会社の株式及び出資額総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資額を除く）     

４４１百万円 

   ２．貸出金のうち、破綻先債権額は １７，５８０百万円、延滞債権額は ７８，４２９百万円

であります。 

        なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他

の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上

しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）

のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホま

でに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

        また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再

建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金でありま

す。 

   ３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は ５３０百万円であります。 

        なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

   ４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は １１，２３４百万円であります。 

        なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金

利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決

めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであ

ります。 

   ５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は   

１０７，７７４百万円であります。 

       なお、上記２．から ５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

   ６．手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。

これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自

由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は５４，０６１百万円であります。 

   ７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

           担保に供している資産 

                有価証券                         １９８，３５５百万円 

                その他資産                             ８５８百万円 

                リース投資資産                   ７，０９４百万円 

           担保資産に対応する債務 

預金                   ２９，４０７百万円 

コールマネー            ２，９７１百万円 

債券貸借取引受入担保金       １９０，６１５百万円 

借用金                              ７，１０２百万円 

その他負債                                ２５百万円 

        上記のほか、日本銀行当座貸越契約、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金

等の代用として、有価証券 ２８５，５７８百万円及び商品有価証券 ６８百万円を差し入

れております。 

        また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は ８９百万円、保証金は４７６百万円であ

ります。 

   ８．当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申



  

  

し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで

資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、   

１，３２９，１２１百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の

時期に無条件で取消可能なものが １，２８５，６０４百万円あります。 

        なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行

残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシ

ュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変

化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子

法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨

の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の

担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続きに基づき顧客の業況等

を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

   ９．有形固定資産の減価償却累計額  ７３，０９５百万円 

 １０．有形固定資産の圧縮記帳額    ５，３６９百万円 

１１．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社

債に対する保証債務の残高は１８，８８０百万円であります。 

１２．１株当たりの純資産額１，４６３円３３銭 

１３．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務                       △４４，５１３百万円 

           年金資産                             ２３，３０３百万円 

           未積立退職給付債務                 △２１，２０９百万円 

           会計基準変更時差異の未処理額                －   百万円 

           未認識数理計算上の差異               １１，４３７百万円 

           未認識過去勤務債務                   △１，６３０百万円 

           連結貸借対照表計上額の純額         △１１，４０３百万円 

                    前払年金費用                  ３，０９９百万円 

                    退職給付引当金            △１４，５０３百万円 

１４．当連結会計年度末の自己資本比率（国際統一基準）は、１２．００％であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

（連結損益計算書関係） 

   １．「その他の経常費用」には、貸出金償却２１１百万円及び株式等償却６，５４５百万円を

含んでおります。 

   ２．１株当たり当期純利益金額 ３５円９１銭  

３．当連結会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

      （イ）岡山県内 

            用途          営業用店舗等                 １４ヵ所 

                          処分予定資産及び遊休資産       ４ヵ所 

            種類          土地及び建物 

            減損損失額    ５３８百万円 

      （ロ）岡山県外 

            用途          営業用店舗等                  ６ヵ所 

                          処分予定資産及び遊休資産      ２ヵ所 

            種類          土地及び建物 

            減損損失額    １３９百万円 

           これらの営業用店舗等は、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落に

より、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失   

（６７７百万円）として特別損失に計上しております。 

           当行の営業用店舗等については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから支

店単位で、処分予定資産及び遊休資産については各資産単位でグルーピングしておりま

す。また、本部、コンピューターセンター、厚生施設等については独立したキャッシュ・

フローを生み出さないことから共用資産としております。 

           連結される子会社及び子法人等については、各社を１つの資産グループとしておりま

す。 

           なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方とし

ており、正味売却価額による場合は不動産鑑定評価基準に基づき、使用価値による場合

は将来キャッシュ・フローを４％で割り引いて、それぞれ算出しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 （有価証券関係） 

     連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金銭債権」中の信託

受益権が含まれております。 

 

   １．売買目的有価証券（平成21年3月31日現在） 

 連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

当連結会計年度の損益に

含まれた評価差額 

(百万円) 

売買目的有価証券 ２，９００ ５ 

 

 

   ２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年3月31日現在） 

                 

 

          

 

 

 

 

 

    （注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

  ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

   ３．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年3月31日現在） 

 取得原価 

(百万円) 

連結貸借対

照表計上額 

（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

株式 113,989 100,055 △13,934 12,711 26,645 

債券 1,588,429 1,604,691 16,261 18,770 2,509 

  国債 591,561 596,653 5,092 6,078 986 

  地方債 448,399 456,347 7,947 7,952 4 

  社債 548,468 551,690 3,221 4,740 1,518 

その他 358,259 336,315 △21,944 4,771 26,715 

  外国債券 245,125 239,150 △5,974 3,448 9,423 

  その他 113,134 97,164 △15,969 1,322 17,292 

合計 2,060,679 2,041,061 △19,617 36,253 55,871 

       （注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時

価により計上したものであります。 

             ２．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比

べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認めら

れないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表価額とするとともに、

評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」と言う。）して

おります。 

                 当連結会計年度における減損処理額は１０，３７７百万円 (うち株式    

６，３２８百万円，外国債券２８０百万円，その他証券 ３，７６８百万円）で

あります。 

                 また、当該減損処理は連結会計年度末に５０％以上時価が下落した銘柄につい

 連結貸借対

照表計上額 

（百万円） 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

国債 11,420 12,203 783 783 － 

地方債 9,360 9,639 278 278 － 

社債  1,993 2,094 101 101 － 

合計  22,774  23,938 1,163 1,163 － 



  

 
 
 

ては全て実施し、３０％以上５０％未満下落した銘柄については、過去の価格

動向等により回復可能性が乏しいと判定した銘柄について実施しております。 

 

   ４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

      （ 自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日 ） 

 売却額(百万円) 売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

その他有価証券 ７４１，３０２ ２０，６９８ １３，６３１ 

 

   ５．時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

      （平成21年3月31日現在） 

 

              

 

                  

                     

                   

             

   

  

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 

      （平成21年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金銭の信託関係） 

   １．運用目的の金銭の信託（平成21年3月31日現在） 

 連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

当連結会計年度の損益に含

まれた評価差額 

(百万円) 

運用目的の金銭の信託 ２０，３８１ － 

 

（重要な後発事象） 

   当行は、グループ戦略の幅を広げ、営業地域のお客様へ、より適切な総合金融サービスを 

提供し、地域の持続的な成長への貢献を目的として、平成21年6月1日に津山証券株式会社の

株式2,707,075株相当分として700百万円をコスモ証券株式会社へ支出し、子会社としており

ます。その結果、株式保有割合は85.99%となっております。 

 

 金額(百万円) 

その他有価証券 

  非上場株式 

  事業債 

  信託受益権 

  その他の証券 

子法人等出資 

関連法人等株式及び出資 

 

６，０４２ 

１８，８９７ 

１１，０１８ 

３，９７４ 

３４１ 

１００ 

 １年以内 

(百万円) 

1年超5年以内

(百万円) 

5年超10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

債券 136,002 1,027,586 427,237 55,535 

  国債 61,829 378,718 120,667 46,858 

  地方債 19,926 203,273 242,507 － 

  社債 54,246 445,594 64,062 8,677 

その他 45,651 165,206 46,172 32,746 

  外国債券 31,469 156,863 42,309 3,305 

  その他 14,182 8,342 3,862 29,441 

合計 181,654 1,192,793 473,410 88,282 


